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(57)【要約】
【解決手段】血管、例えば静脈又は心臓の開孔又は窪み
を閉じるためのデバイスが、部分領域を外側に有する閉
鎖体を備えており、閉鎖体が開孔又は窪みを閉じるため
の使用状態にあるとき、閉鎖体が、少なくとも部分領域
の一部に沿って血液が流れるように配置される。更にデ
バイスは、生体的に安定した不織繊維材料から形成され
た少なくとも１つの不織繊維材料層(16)を備えており、
不織繊維材料層は、少なくとも閉鎖体の外側の部分領域
の部分的な表面内で閉鎖体に少なくとも部分的に接して
いる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血管、例えば静脈又は心臓の開孔又は窪みを閉じるためのデバイスであって、
　－　部分領域を外側に有する閉鎖体を備えており、該閉鎖体が前記開孔又は窪みを閉じ
るための使用状態にあるとき、前記閉鎖体が、少なくとも前記部分領域の一部に沿って血
液が流れるように配置される前記デバイスにおいて、
　－　生体的に安定した不織繊維材料から形成された少なくとも１つの不織繊維材料層(1
6)を更に備えており、該不織繊維材料層(16)は、少なくとも前記閉鎖体の前記外側の前記
部分領域の部分的な表面内で前記閉鎖体に少なくとも部分的に接していることを特徴とす
るデバイス。
【請求項２】
　前記不織繊維材料層は、ランダムな繊維の不織材料層であることを特徴とする請求項１
に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記不織繊維材料層(16)は、直径が0.1 μm 乃至100 μm であり、好ましくは0.2 μm 
乃至20μm であり、更に好ましくは0.3 μm 乃至１μm である繊維を有していることを特
徴とする請求項１又は２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記不織繊維材料層(16)は、前記閉鎖体(12)の外側(14)に接する底側と、前記閉鎖体(1
2)の外側(14)の反対側を向いた上側とを有しており、
　前記不織繊維材料層(16)は、前記底側の孔の大きさとは異なる大きさの孔を前記上側に
有していることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載のデバイス。
【請求項５】
　前記不織繊維材料層(16)の底側の孔は、前記不織繊維材料層(16)の上側の孔より小さい
ことを特徴とする請求項４に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記底側の孔の大きさと前記上側の孔の大きさとの比が、１：50であり、好ましくは２
：10であり、更に好ましくは４：８であることを特徴とする請求項４又は５に記載のデバ
イス。
【請求項７】
　前記不織繊維材料層(16)の厚さが10μm 乃至3000μm であることを特徴とする請求項１
乃至６のいずれかに記載のデバイス。
【請求項８】
　前記閉鎖体(12)は、前記不織繊維材料層(16)を伸張しながら、特には常時拡張可能であ
り、拡張前に、前記不織繊維材料層(16)の厚さが、100 μm 乃至3000μm であり、好まし
くは150 μm 乃至2800μm であり、更に好ましくは200 μm 乃至2000μm であることを特
徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載のデバイス。
【請求項９】
　前記閉鎖体(12)は、前記不織繊維材料層(16)を伸張しながら、特には常時拡張可能であ
り、拡張後に、前記不織繊維材料層(16)の厚さが、10μm 乃至2500μm であり、好ましく
は20μm 乃至2000μm であり、更に好ましくは80μm 乃至1000μm であることを特徴とす
る請求項１乃至８のいずれかに記載のデバイス。
【請求項１０】
　生体的に安定した不織繊維材料から形成された更なる不織繊維材料層が設けられており
、前記閉鎖体(12)の内側及び外側に夫々１つの不織繊維材料層が前記内側又は前記外側に
少なくとも部分的に接して配置されていることを特徴とする請求項１乃至９のいずれかに
記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記閉鎖体(12)は多孔性であり、特には網状構造を有していることを特徴とする請求項
１乃至10のいずれかに記載のデバイス。
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【請求項１２】
　前記閉鎖体(12)は中空であることを特徴とする請求項１乃至11のいずれかに記載のデバ
イス。
【請求項１３】
　前記閉鎖体(12)は自己拡張可能であるか、又は手段によって拡張可能であることを特徴
とする請求項１乃至11のいずれかに記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記閉鎖体(12)は、メッシュ織物の繊維、特には金属性の形状記憶合金又はニチノール
から好ましくは形成された金属繊維を有していることを特徴とする請求項１乃至13のいず
れかに記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血管、例えば静脈又は心臓の開孔又は窪みを閉じるためのデバイスに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　血管の開孔又は窪みを閉じるためのデバイスがオクルーダとして知られている。オクル
ーダは様々に設計されることが可能であり、基本的に、自己拡張可能な金属繊維の圧縮可
能な構造を有することが可能である。従って、オクルーダをカテーテルの穴を通って導く
ことにより、オクルーダは開孔又は窪みに置かれ得る。
【０００３】
　血管の開孔又は窪みを閉じるためのある種のデバイス及びオクルーダの原理と、このよ
うなデバイスのための医療への適用とが、国際公開第2007／124862号パンフレット、国際
公開第99／12478 号パンフレット、米国特許出願公開第2007／0043391 号明細書、米国特
許第5725552 号明細書、独国特許出願公開第102009036818号明細書、独国特許出願公開第
102009036817号明細書、独国特許出願公開第102008015781号明細書、独国特許出願公開第
102006056283号明細書、独国特許出願公開第102005053958号明細書、及び独国特許出願公
開第102005053957号明細書に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第2007／124862号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　オクルーダの人体への埋め込みに危険がないわけではない。生じ得る危険は、例えば血
管を開けておくための「ステント」のような脈管支持体又は人工脈管を埋め込むときに生
じる危険と同様である。このような問題の一部を以下に簡潔に説明する。
【０００６】
　特に脈管支持体は、血管の動脈瘤の治療に使用される。この場合、その壁が、多孔性が
ない材料、通常弾性がほとんどないポリマーによって形成されている特殊な脈管支持体が
使用される。このような脈管支持体は、脈管内で脈管支持体を折り畳まれた状態から拡張
された状態に変えて所定の位置に置くために、複雑なアプリケータを用いて埋め込まれる
必要がある。この処理は、脈管支持体の直径を脈管の直径に最適に適合できなかった場合
に折り目が付くという危険性を伴う。
【０００７】
　このような危険性に加えて、血液の疾患が、覆うために使用される材料によって引き起
こされる場合がある。その結果、患者のために望まれていない合併症及び危険性に繋がる
可能性がある血栓の形成又は過形成が、埋め込まれたデバイスの領域に生じる場合がある
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。
【０００８】
　本発明は、埋め込み中及び埋め込み後の上述した合併症の危険性が低減される、血管の
開孔又は窪みを閉じるためのデバイスを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、上記の目的は、血管、例えば静脈又は心臓の開孔又は窪みを閉じるた
めのデバイスであって、－　部分領域を外側に有する閉鎖体を備えており、前記閉鎖体が
前記開孔又は窪みを閉じるための使用状態にあるとき、前記閉鎖体が、少なくとも前記部
分領域の一部に沿って血液が流れるように配置され、前記デバイスは、－　生体的に安定
した不織繊維材料から形成された少なくとも１つの不織繊維材料層を更に備えており、該
不織繊維材料層は、少なくとも前記閉鎖体の前記外側の前記部分領域の部分的な表面内で
前記閉鎖体に少なくとも部分的に接していることを特徴とするデバイスによって達成され
る。
【００１０】
　本発明は、前記デバイスを製造するための方法を更に提案しており、該方法によれば、
前記閉鎖体をまず準備し、生体的に安定した不織繊維材料から形成された前記不織繊維材
料層を設けるために、前記閉鎖体及び噴霧器を相対的に移動させながら、前記噴霧器を用
いて前記閉鎖体に繊維を吹きつけ、生体的に安定した不織繊維材料から形成された前記不
織繊維材料層の所望の厚さに応じて、前記噴霧器により繊維を吹きつけて複数の繊維層を
堆積する。
【００１１】
　本発明は、血管の開孔又は窪みを閉じるための閉鎖体が、生体的に安定した不織繊維材
料を有しており、不織繊維材料は、相互に絡み合い、特には微細にフィブリル化された、
例えばポリウレタンから形成された繊維を有しているということが基本である。このよう
な構成では、生体的に安定した不織繊維材料は、デバイスの閉鎖体の外側及び／又は内側
に少なくとも部分的に接しており、不織繊維材料は、閉鎖体の外側及び／又は内側を少な
くとも部分的に覆っている。不織繊維材料はランダムな繊維を有するか、又は、各群の繊
維の方向が略同一であり、夫々の群の繊維の方向が異なる複数群の繊維を有することが可
能である。
【００１２】
　生体的に安定しており、つまり生理的な条件下で略吸収不可能な前記不織繊維材料は、
その繊維が互いに絡み合っている微細にフィブリル化された不織材料を有していることが
好ましい。特に、この不織繊維材料は、血液の液体成分又は血管に取り込まれる物質の液
体成分を略通過させることが可能であるが、血液の細胞成分又は血管に取り込まれる物質
及び血管壁の物質の細胞成分を略保持するような多孔性を有し得る。この特徴は有利には
、液体と、特には内部流体及び脈管の壁間の栄養素、代謝物質及び他の生理的な物質の化
学元素との完全な交換を可能にする。本発明の不織繊維材料によって、閉鎖体は等方的に
伸張されることが可能であり、これは、複数の空間方向に効果的である多次元の閉鎖機能
に関して有利である。
【００１３】
　本発明の更なる有利な実施形態によれば、不織繊維材料層の内面の多孔性が、不織繊維
材料層の外面の多孔性より小さい。不織繊維材料層の厚さ方向に見たとき、不織繊維材料
の多孔性は、連続的に、準連続的に、又は階段状に変わることが可能である。
【００１４】
　本発明の更なる有利な実施形態によれば、血管によって取り込まれる物質と内面で接す
る生体的に安定した不織繊維材料は、血液細胞、幹細胞、前駆細胞又は血管壁細胞、更に
一般的には血管によって取り込まれる物質の細胞の付着及び定着を可能にするか、又は促
進することができる。これは特に、その表面で生体組織と接する不織繊維材料層の多孔性
と、血管によって取り込まれる物質に接する箇所の不織繊維材料層の多孔性とを対応して
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選択することによって達成される。不織繊維材料層の上述した前記表面における多孔性は
、血管から増殖する結合組織が不織繊維材料層を通り抜けることができないように選択さ
れている。そのため、血管が後で詰まるか又は成長し過ぎるという危険性が最小限度に抑
えられる。
【００１５】
　本発明の更なる有利な実施形態によれば、不織繊維材料層は外面と内部構造とを備えて
おり、内部構造は結合組織の一体化を可能にするか又は促進する。
【００１６】
　最後に、不織繊維材料層がデバイスの閉鎖体と密に連結されている場合に有利である。
これは主に、閉鎖体に対する不織繊維材料層の位置が閉鎖体の埋め込み中及びその後で、
つまり元の位置のままで変わらないので適している。
【００１７】
　本発明の更に有利な実施形態によれば、適切に方向付けられた細胞移動を促進するため
の所望の孔の大きさが閉鎖体の可能な意図した拡張の後にのみ得られるように不織繊維材
料の弾性及び多孔性が調整される。このような好ましくは常時拡張可能な閉鎖体が、発明
性があるデバイスに使用されている限り、発明性がある生体的に安定した不織繊維材料は
閉鎖体の拡張に対応して伸張する。このようなデバイスでは、閉鎖体が拡張した状態で、
不織繊維材料の孔の大きさが所望の値を有しているか、又は所望の値の範囲内にある場合
に有利である。不織繊維材料及び夫々の表面に所望の孔の大きさ又は孔の大きさの範囲を
有するために、使用される不織繊維材料の伸張の程度及び性質に基づいて、閉鎖体がまだ
拡張していない状態で不織繊維材料がどのような孔の大きさを有すべきかが逆方向の計算
によって決定され得る。いかなる場合も、不織繊維材料は、拡張した閉鎖体が、拡げられ
た不織繊維材料によって再度共に押しつぶされ得ないような弾性を有する必要がある。
【００１８】
　生体的に安定した不織繊維材料から形成された不織繊維材料層をデバイスの閉鎖体に少
なくとも部分的に接して配置するという発明性により、血管の開孔及び／又は窪みを閉じ
るべく閉鎖体を埋め込んだ後に、術後合併症の割合が驚くほど低減される。閉鎖体の配置
による斑の破裂の危険性、及びこのような斑の破裂の影響の両方が、閉鎖体上に不織繊維
材料層を使用することにより著しく低減される。このようにして、末梢血管の閉塞が防止
される。
【００１９】
　本発明の更なる有利な実施形態によれば、生体的に安定した不織繊維材料は閉鎖体の外
側及び／又は内側を完全に覆う。
【００２０】
　本発明の更なる機能的な利点は、不織繊維材料層が密閉された構造ではなく、代わりに
三次元であり微孔性を有し微細にフィブリル化された繊維構造から構成されているという
特徴に見出され得る。そのため、脈管の壁の生理機能が、孔がなく高密度な材料を使用す
る場合と同様に制限されない。従って、このような材料の構造は、脈管の壁との物質の交
換を可能にし、細胞の選択的な接着、移動及び増殖の可能性を更に与える。その結果、血
液に向かって形成され得る内皮様の層が生成される。
【００２１】
　不織繊維構造の差別化された構成によって、細胞の適切に方向付けられた定着が達成さ
れる。そのため、閉鎖体は、統合的な治療によって所定の位置に完全に固定されるので、
発明性がある製品が、脈管の壁における生理的な状態の回復のための促進物とみなされ得
る。
【００２２】
　本明細書に説明されている発明は、生体的な脈管システムに適用可能であり、特には、
冠状血管、末梢血管（動脈及び静脈内の適用）並びに神経脈管に適用可能である。このよ
うなタイプの脈管とは別に、発明性がある閉鎖体によって閉じられ得る開孔又は窪みは、
リンパ管、腎管、尿道、食道、神経索又は卵管に更に含まれる。PFO （卵円孔開存）、AS
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D （心房中隔欠損症）、VSD （心室中隔欠損症）及びLAA （左心耳）のような静脈若しく
は心臓の開孔及び／若しくは窪み、又はPDA （動脈管開存症）のような他の血管の開孔は
、本発明に係るデバイスを使用して閉じられ得る。
【００２３】
　別の適用例では、本発明によって提供されるような閉鎖体は、あらゆるタイプの動脈瘤
（紡錘状の動脈瘤、嚢状の（sacriform）動脈瘤、有茎性の（pedunculated）動脈留、無
茎性の（non-pedunculated）動脈瘤）の治療に使用され得る。微孔性の不織繊維構造の存
在によって、動脈瘤嚢で鬱血及び血栓形成がまず生じる。血栓を吸収して結合組織を取り
替えるその後の創傷治癒処置により、動脈瘤が治され得る。更に、埋め込まれた閉鎖体の
内側に機能的な内皮層を後で形成することにより、動脈瘤の領域に層流条件が非常に迅速
にもたらされる。動脈瘤嚢を閉じるためのこの生理的な取り替えが、例えばコイルを設け
る保存的な方法を用いた可能な処置より安全であり、外科治療のための多くの時間を明ら
かに必要としない。閉鎖体を埋め込むことによって、血液が閉鎖体の穴を通って流れるよ
うに動脈瘤嚢を迂回するため、動脈瘤嚢内への血液の更なる流入が防止される。更に、動
脈瘤嚢のこの閉鎖は血管内の血栓形成を防ぐ。
【００２４】
　更なる実施形態によれば、本発明は、脈管ではない領域における使用にも適している。
更に本適用例では、微細にフィブリル化された不織繊維材料により生理的な細胞増殖を促
進し、ひいては自然な脈管の壁の層を形成することが顕著な利点である。
【００２５】
　腫瘍疾患のための適用の場合には、腫瘍組織が面的な包囲体を通って内腔内にほとんど
成長し得ない。
【００２６】
　本発明のデバイスの生体的に安定した不織繊維材料は、エラストマから、好ましくは熱
可塑性エラストマから適切に形成されている。好ましくは、不織繊維構造はポリウレタン
、特には線状ポリウレタンから形成されている。特に有利には、ポリウレタンは脂肪族ポ
リウレタンであり、好ましくは高分子及び／又は低分子の脂肪族ジオールと脂肪族ジイソ
シアナートとから形成されている。本発明によれば、前記高分子のジオールはポリカーボ
ネートであり、特には1,6 －ヘキサンジオールポリカーボネートであることが特に好まし
い。前記低分子のジオールは2,2,4 －トリメチルヘキサンジオール、2,4,4 －トリメチル
ヘキサンジオール及び／又は1,4 －ブタンジオールであることが好ましい。前記脂肪族ジ
イソシアナートは4,4'－ジシクロヘキシルメタンジイソシアナート又は1,4 －シクロヘキ
シルジイソシアナートであることが好ましい。本発明によれば、前記脂肪族ポリウレタン
は異なるジオール及び／又はジイソシアナートから形成されており、この段落で述べられ
ているジオール及びジイソシアナートを優先することが更に好ましい。ポリウレタンの更
なる詳細及び特徴に関して、独国特許出願公開第3643465 号明細書、独国特許出願公開第
3318730 号明細書、独国特許出願公開第4107284 号明細書、及び、オーベルンブルク（Ob
ernburg ）のアンカ　アーゲー（Enka AG ）の研究機関の高分子報告「医療技術のための
生体適合性ポリウレタン（Biocompatible Polyurethanes for Medical Techniques）」を
参照し、前記文献の夫々の開示内容が、参照して本明細書に十分に組み込まれる。
【００２７】
　本発明によれば、不織繊維材料層は、直径が0.1 μm 乃至100 μm であり、好ましくは
0.2 μm 乃至20μm であり、更に好ましくは0.3 μm 乃至１μm である繊維を有している
。
【００２８】
　本発明の構成によれば、不織繊維材料層は、閉鎖体の外側に接する底側と、閉鎖体の外
側の反対側を向いた上側とを有している。更に、不織繊維材料層は、底側の孔の大きさと
は異なる大きさの孔を上側に有している。本発明によれば、不織繊維材料層の底側の孔は
、不織繊維材料層の上側の孔より小さい。底側の孔の大きさと上側の孔の大きさとの比が
１：50であり、好ましくは２：10であり、更に好ましくは４：８である。
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【００２９】
　不織繊維材料層の厚さは10μm 乃至3000μm である。
【００３０】
　本発明の好ましい実施形態によれば、閉鎖体は、特には常時拡張可能であり、前記不織
繊維材料層は同時に伸張される。拡張前に、前記不織繊維材料層の厚さが、100 μm 乃至
3000μm であり、好ましくは150 μm 乃至2800μm であり、更に好ましくは200 μm 乃至
2000μm である。
【００３１】
　本発明の更なる好ましい実施形態によれば、前記閉鎖体は、特には常時拡張可能であり
、前記不織繊維材料層は同時に伸張される。拡張後に、前記不織繊維材料層の厚さが、10
μm 乃至2500μm であり、好ましくは20μm 乃至2000μm であり、更に好ましくは80μm 
乃至1000μm である。
【００３２】
　本発明によれば、閉鎖体は、生体的に安定した不織繊維材料から形成された更なる不織
繊維材料層を備えており、前記閉鎖体の内側及び外側に夫々１つの不織繊維材料層が設け
られており、該１つの不織繊維材料層は、前記内側又は外側に少なくとも部分的に接して
配置されており、前記内側及び／又は外側を少なくとも部分的に覆っている。
【００３３】
　本発明によれば、閉鎖体は多孔性であり、特には網状構造を有しており、網状構造は一
般的には中空である。更に、閉鎖体は一般的には自己拡張可能であるか、又は手段によっ
て拡張可能である。最後に、閉鎖体は、メッシュ織物の繊維、特には金属性の形状記憶合
金又はニチノール（NiTi合金）から好ましくは形成された金属繊維を有してもよい。
【００３４】
　前記デバイスを製造するための発明性がある方法では、例えば、国際公開第2011／0549
32号パンフレットに記載されている工程が行われ得る。このような方法に応じて、その特
徴が文献を参照して本明細書に組み込まれ、不織繊維材料は、回転する形状の部材にマイ
クロファイバの形態で吹きつけられる。本発明によれば、前記形状の部材はデバイスの閉
鎖体を備えている。
【００３５】
　前記方法では、閉鎖体をまず準備し、生体的に安定した不織繊維材料から形成された不
織繊維材料層を設けるべく閉鎖体に噴霧器を用いて繊維を吹き付けることが好ましい。こ
の工程では、閉鎖体及び噴霧器を相対的に移動させる。生体的に安定した不織繊維材料か
ら形成された不織繊維材料層の所望の厚さ及び／又は所望の多孔性に応じて、複数の繊維
層を任意に異なる面密度で堆積する。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】（本実施形態ではASD オクルーダである閉鎖体の一例として）オクルーダの実施
形態を示す側面図である。
【図２】図１のII部分の細部を示す拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本発明の最良の形態を含んでおり、当業者が本発明を行うことが可能な本発明の十分且
つ実施可能な開示を、添付図面を参照して以下に更に詳細に説明する。
【００３８】
　図１は、細網状、網状又は網組状の閉鎖体12を備えたASD オクルーダ10を示す側面図で
あり、閉鎖体12の外側14の少なくとも一部に、生体的に安定した不織繊維材料から形成さ
れた不織繊維材料層16が設けられている。該不織繊維材料層16は、例えばマイクロファイ
バから形成されたランダムな繊維を有している。不織繊維材料層16は、内側20より外側18
により大きな多孔性を有している。不織繊維材料層16は外側18で、脈管の壁（不図示）に
隣り合って配置され、場合によっては脈管の壁に隣接して配置される。本発明によって達
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ない。組織のこのような増殖は遅くとも、閉鎖体12上に設けられた不織繊維材料層16の領
域で停止され、特には、不織繊維材料層16の内側20で停止される。不織繊維材料層16の内
側20の孔の大きさは、不織繊維材料層16を通る組織の更なる増殖がこれ以上不可能である
ように選択されている。
【００３９】
　生体的に安定した医療用の不織材料15は、２つの任意に大きさが異なるか又は等しい（
例えば、円盤状、矩形、正方形又は一般的には多角形の）フランジ24の外側19に、任意に
内側22にも取り付けられ得るか又は適用され得る。フランジ24は、オクルーダ10の中央の
接続部分26によって互いに接続されている。不織材料15は、中央の接続部分26の周面にも
適用され得る。オクルーダ10は、例えばニチノール、又は一般的にはニッケルチタン合金
、又は生体的に安定しており、生物適合性を有する別の弾性材料から形成された高弾性の
三次元繊維メッシュを備えている。オクルーダ10は、比較的細い棒の形状を略呈するまで
中央の接続部分26を通る中心軸28の延長方向に「伸張される」ことが可能である。この状
態で、オクルーダ10は、心中隔の孔に置かれるようにカテーテル内に導入され得る。生体
的に安定した医療用の不織材料15がオクルーダ10上にある場合、不織材料15は、オクルー
ダ10の繊維メッシュの弾性変形に追随し、特には折り目がほとんど付かないことが有利で
ある。このような状態では、生体的に安定した医療用の不織材料15は、図３に係るオクル
ーダ10の弛緩状態又はオクルーダ10の延びた状態のいずれかに適用され得るか、又は適用
されている。医療用の不織材料15は、高い可撓性及び弾性により、オクルーダ10が外科治
療の前及び外科治療中に使用されるときにオクルーダ10の形状の変更に「追随する」。
【００４０】
　本発明は、特定の例示的な実施形態に関して記載され説明されているが、本発明がこれ
らの例示的な実施形態に制限されることを意図していない。変更及び調整が、添付してい
る特許請求の範囲の請求項によって定義されているような本発明の真の範囲から逸脱せず
になされ得ることを当業者は認識する。例えば、図面では、本発明は、血管の開孔又は窪
みを閉じるための特殊なタイプのデバイスを参照して説明されている。血管の開孔又は窪
みを閉じるために、他のタイプのデバイス又は他の形状のデバイスも使用され得る。特に
、本技術分野でよく知られている他のタイプのオクルーダが使用され得る。例えば、特に
は生体的に安定した不織繊維材料はLAA オクルーダにも適用され得る。LAA オクルーダの
場合には、不織繊維材料は、LAA の内側の血管壁と接触し、部分的に自由に露出し、不織
繊維材料のこの領域では、血液が上記に説明されているように組織の形成を改善すべく流
れる。



(9) JP 2013-539398 A 2013.10.24

【図１】 【図２】



(10) JP 2013-539398 A 2013.10.24

10

20

30

40

【国際調査報告】
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